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■今月の表紙
「函館公園噴水」
　今年の函館は猛暑に見舞われ、８月10日には最高気温
35.4℃を記録し、1872年（明治５）の統計開始以来、151
年間で最も暑い一日になりました。この夏、函館公園の
噴水は涼を求める家族連れで連日にぎわいました。
　函館公園は1879年（明治12）に開園しました。函館駐
在英国領事ユースデンの「病の人には病院が必要なよう
に、健康な人には公園が必要」という呼びかけに端を発し、
これに多くの市民が賛同し、資金や樹木が寄進される等、
市民参加で造築されました。
　中央噴水広場については、1954年（昭和29）の北洋漁
業再開記念北海道大博覧会に際して設置された噴水が何
度かの改造を経て、2006年（平成18）に子どもたちが水
遊びできる現在の姿となりました。

CONTENTS

2 特集
専門相談をご活用ください！

5 会員NOW
●㈱天狗堂宝船

6 中小企業相談所だより
●「事業承継専門相談」実施のご案内
●�「新型コロナ対策・インボイス対策」「働き方改革」専門相談
をご活用ください

●採用力アップセミナー
●2023年版金融制度の手引を発刊しました
●北海道最低賃金
●個別専門相談ご案内

8 会議所のうごき
●縄文拠点施設設置に関する要望会
●銭亀沢地区青年部
●青年部　
●第52回観光土産品試買検査会
●はこだてグルメサーカス2023
●議員の異動

11 新入会員のご紹介

12 ご案内
●第65回優良商工従業員表彰式のご案内
●消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式���
（インボイス制度）が導入されます！

16 青森商工会議所会員事業所のご紹介
●プライベートサウナ「Ｖｉｈｔａ」



2

　本所では、事業を営んでいる方々が抱える経営面での問題解決のため「中小企業相談所」を設置し、会員・　本所では、事業を営んでいる方々が抱える経営面での問題解決のため「中小企業相談所」を設置し、会員・
非会員問わず、経営指導員がいつでも相談に応じています。非会員問わず、経営指導員がいつでも相談に応じています。
　あわせて、経営、法律、商標・特許等より高度で専門的な相談にも応じることができるよう、公認会計士・　あわせて、経営、法律、商標・特許等より高度で専門的な相談にも応じることができるよう、公認会計士・
弁護士・弁理士他による専門相談を原則毎月開催していますので、今回はその先生方をご紹介いたします。弁護士・弁理士他による専門相談を原則毎月開催していますので、今回はその先生方をご紹介いたします。
　事前予約制のため、本所へお電話またはホームページ申込フォームよりお申し込みください。会員・非会員　事前予約制のため、本所へお電話またはホームページ申込フォームよりお申し込みください。会員・非会員
問わず、何度でも相談料は無料です。ぜひご活用ください。問わず、何度でも相談料は無料です。ぜひご活用ください。

❶❶��　当センターは、国から委託を受けて札幌商工会議所に設置された公的相談窓口です。　当センターは、国から委託を受けて札幌商工会議所に設置された公的相談窓口です。
函館サテライトで多く見受けられる相談内容は、函館サテライトで多く見受けられる相談内容は、
• 親族内承継• 親族内承継
　�株式・事業資産の価値算定、後継者への移動方法、生前贈与方法の支援、承継計画　�株式・事業資産の価値算定、後継者への移動方法、生前贈与方法の支援、承継計画
の策定支援などの策定支援など
• �第三者承継（マッチングにより外部人材や事業譲渡先企業を選定）• �第三者承継（マッチングにより外部人材や事業譲渡先企業を選定）
　�後継者不在の事業者からの会社または事業譲渡の相談で、ノンネームシート（㊙譲渡　�後継者不在の事業者からの会社または事業譲渡の相談で、ノンネームシート（㊙譲渡
希望企業情報）で譲受企業を探すM&A方式と創業意欲の高い人材とのマッチングを希望企業情報）で譲受企業を探すM&A方式と創業意欲の高い人材とのマッチングを
支援する「北海道後継者人材バンク」の利活用を基本としています。支援する「北海道後継者人材バンク」の利活用を基本としています。

❷❷�　当センターは、「相談無料」、「秘密厳守」、「公平中立」の公的相談窓口として、後継者問題に悩む中小企業経�　当センターは、「相談無料」、「秘密厳守」、「公平中立」の公的相談窓口として、後継者問題に悩む中小企業経
営営者をサポートいたします。者をサポートいたします。
• 将来、子どもまたは役員・従業員に事業を継がせたいが、何から準備したらよいかわからない。• 将来、子どもまたは役員・従業員に事業を継がせたいが、何から準備したらよいかわからない。
• 従業員の雇用などを守るため会社を存続させていきたいが、後継者がおらず悩んでいる。• 従業員の雇用などを守るため会社を存続させていきたいが、後継者がおらず悩んでいる。
• 第三者承継（M&A）を検討したいが、相手企業をどのように探したらよいかわからない。• 第三者承継（M&A）を検討したいが、相手企業をどのように探したらよいかわからない。
• 自社の経営状況でもM&Aが可能なのか不安。• 自社の経営状況でもM&Aが可能なのか不安。
• �会社を引継いでくれる相手企業は決まっているが、具体的な手続きがわからない。• �会社を引継いでくれる相手企業は決まっているが、具体的な手続きがわからない。
など事業承継に関わる様々なご相談に親身になってお答えいたしますのでお気軽にご相談ください。など事業承継に関わる様々なご相談に親身になってお答えいたしますのでお気軽にご相談ください。

❶❶��　新型コロナ・インボイスに係るご相談のうち、私が担当させていただいた令和４年　新型コロナ・インボイスに係るご相談のうち、私が担当させていただいた令和４年
４月以降は新型コロナの収束､ また５類感染症への移行の影響のためによるものか、４月以降は新型コロナの収束､ また５類感染症への移行の影響のためによるものか、
新型コロナに関する補助金等のご相談はほとんど見受けられませんでした。新型コロナに関する補助金等のご相談はほとんど見受けられませんでした。
　現状は、令和５年10月からスタートするインボイス制度に向けてのご相談が中心となっ　現状は、令和５年10月からスタートするインボイス制度に向けてのご相談が中心となっ
ています。ています。
　なかでも、免税事業者の方が適格請求書発行事業者に登録すべきかどうか、登録す　なかでも、免税事業者の方が適格請求書発行事業者に登録すべきかどうか、登録す
る場合には、登録申請の期限や登録後の会計処理､ 適格請求書（インボイス）の書式る場合には、登録申請の期限や登録後の会計処理､ 適格請求書（インボイス）の書式
等の対応について不安に思われている方がほとんどです。等の対応について不安に思われている方がほとんどです。

❷❷�　最近ではインターネット等も普及していますので、ご自分でいろいろお調べになっている方も多数いらっしゃ�　最近ではインターネット等も普及していますので、ご自分でいろいろお調べになっている方も多数いらっしゃ
いました。ご自身で理解を深めることはとても大切なことと思いますが、せっかくこのような窓口があるのですから、いました。ご自身で理解を深めることはとても大切なことと思いますが、せっかくこのような窓口があるのですから、
多いにご利用いただいて、不安や負担を軽減していただいきたいと思います。多いにご利用いただいて、不安や負担を軽減していただいきたいと思います。
　最後に､ インボイスの登録申請をまだしていない方、令和５年10月１日から登録を受けようとする場合には　最後に､ インボイスの登録申請をまだしていない方、令和５年10月１日から登録を受けようとする場合には
令和５年９月30日までに登録申請書を提出すれば、制度開始日から登録を受けることができます。令和５年９月30日までに登録申請書を提出すれば、制度開始日から登録を受けることができます。
　消費税の課税事業者の方は今すぐ提出しましょう！免税事業者の方はご自身の事業内容等を考慮して提出すべ　消費税の課税事業者の方は今すぐ提出しましょう！免税事業者の方はご自身の事業内容等を考慮して提出すべ
きかどうか判断してから､ 提出しない､ または、提出するようにしましょう！きかどうか判断してから､ 提出しない､ または、提出するようにしましょう！

●●❶❶どのようなご相談が多いですか。　どのようなご相談が多いですか。　●●❷❷会員事業所の皆様へメッセージをお願いします。会員事業所の皆様へメッセージをお願いします。

本所経営支援課　TEL 0138-23-1181本所経営支援課　TEL 0138-23-1181
　　　　　　　　https://www.hakodate.cci.or.jp/manage_support/consultation　　　　　　　　https://www.hakodate.cci.or.jp/manage_support/consultation

先生方への先生方への
　 Question　 Question

 特 集 専門相談をご活用ください！

先生方への先生方への
　 Question　 Question

事業承継　　原則第３水曜日原則第３水曜日A

新型コロナ対策・インボイス対策新型コロナ対策・インボイス対策　　原則第３火曜日原則第３火曜日BB

北海道事業承継・
引継ぎ支援センター

函館エリア
コーディネーター

浜鍛治　省 氏

税理士
認定経営革新等
支援機関

半浦　明美 氏
（ ）
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❶❶��　「同一労働同一賃金」に関する相談が多いです。もし、新卒採用の社員から「同じ仕　「同一労働同一賃金」に関する相談が多いです。もし、新卒採用の社員から「同じ仕
事をしているのに管理職の50代の上司と月給に差があるのは『同一労働同一賃金』に事をしているのに管理職の50代の上司と月給に差があるのは『同一労働同一賃金』に
反する。」と言われたら、どのように答えますか？「同一労働同一賃金」の根拠は、パー反する。」と言われたら、どのように答えますか？「同一労働同一賃金」の根拠は、パー
トタイム・有期雇用労働法です。正規職員と短時間または有期雇用労働者との公正なトタイム・有期雇用労働法です。正規職員と短時間または有期雇用労働者との公正な
待遇の実現をめざす法律ですので、正社員同士の待遇の差は保護の対象外です。年齢、待遇の実現をめざす法律ですので、正社員同士の待遇の差は保護の対象外です。年齢、
勤続年数、資格などの各々の属性に基づいて賃金に差をつけることは、この法律の制勤続年数、資格などの各々の属性に基づいて賃金に差をつけることは、この法律の制
限を受けません。限を受けません。
　一方で、合理的な理由なく、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間に待遇　一方で、合理的な理由なく、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間に待遇
の違いがある場合には、その差を解消していくことが必要です。例えば、通勤手当のの違いがある場合には、その差を解消していくことが必要です。例えば、通勤手当の
支給対象を正社員に限定している場合などは、不合理な差になり得ます。支給対象を正社員に限定している場合などは、不合理な差になり得ます。

❷❷�　「働き方改革」は、個々の事情に応じた多様な働き方を選択できる社会の実現をめざしています。テレワークの推進、�　「働き方改革」は、個々の事情に応じた多様な働き方を選択できる社会の実現をめざしています。テレワークの推進、
時間外労働の上限規制、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げなど、ここ数年の法改正について時間外労働の上限規制、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げなど、ここ数年の法改正について
いくだけでも精いっぱい！という声をよくいただきます。いくだけでも精いっぱい！という声をよくいただきます。
　「働き方改革って何？」、「何がわからないかもわからない。」などのちょっとした疑問から、個別具体的な内容　「働き方改革って何？」、「何がわからないかもわからない。」などのちょっとした疑問から、個別具体的な内容
まで、すべて無料で相談いただけますので、ぜひご活用ください。まで、すべて無料で相談いただけますので、ぜひご活用ください。
　お話を伺っていく中で、改善すべき問題点や解決のヒントが見つかることも多いです。　お話を伺っていく中で、改善すべき問題点や解決のヒントが見つかることも多いです。
　皆さまのお越しをお待ちしております。　皆さまのお越しをお待ちしております。

❶❶��　新しい事業を始める、新しい商品を作ったのだけれど、誰かに名前（ブランド）を　新しい事業を始める、新しい商品を作ったのだけれど、誰かに名前（ブランド）を
真似されてしまわない？真似されてしまわない？
　新しい物を作ったのだけれど、他の人に真似して作られてしまわない？　新しい物を作ったのだけれど、他の人に真似して作られてしまわない？
といったご相談が多くあります。といったご相談が多くあります。
　同時に、自分のブランド、自分の作っているものと似たものが出回っている、何と　同時に、自分のブランド、自分の作っているものと似たものが出回っている、何と
かして欲しいというご相談も多くあります。かして欲しいというご相談も多くあります。
　このような、ブランド、新しい製品・ビジネスを考え出したときに、どのようにし　このような、ブランド、新しい製品・ビジネスを考え出したときに、どのようにし
て自分のアイデアを守れるのかという悩みをお持ちの方がご相談に来られます。て自分のアイデアを守れるのかという悩みをお持ちの方がご相談に来られます。

❷❷�　自分のアイデアを事業拡大に活かすため…他人にモノマネされずに自分で考え出し�　自分のアイデアを事業拡大に活かすため…他人にモノマネされずに自分で考え出し
た独創的なアイデア・ブランドを知的財産権（特許、商標、デザインなど）として権た独創的なアイデア・ブランドを知的財産権（特許、商標、デザインなど）として権
利化し、独占できるようにするお手伝いをします。利化し、独占できるようにするお手伝いをします。
　自分の事業を守るため…折角、新しい商品・事業を考えだし、スタートしようとしても、　自分の事業を守るため…折角、新しい商品・事業を考えだし、スタートしようとしても、
突然他人からその名前は使わないでくれ、その商品の販売を止めてくれといった警告突然他人からその名前は使わないでくれ、その商品の販売を止めてくれといった警告
を受けることがあります。逆に自分のアイデアを真似されている、何とかならないか！を受けることがあります。逆に自分のアイデアを真似されている、何とかならないか！
といったときにぜひご相談ください。とくに売れるような商品を作った場合にこのよといったときにぜひご相談ください。とくに売れるような商品を作った場合にこのよ
うな問題が起こります。うな問題が起こります。

❶❶��　ご相談内容としては、新規事業を始めるが、何に注意したらよいかというご相談が　ご相談内容としては、新規事業を始めるが、何に注意したらよいかというご相談が
多いようです。初めて事業を始める方、既に事業をされている方が新規事業を立ち上多いようです。初めて事業を始める方、既に事業をされている方が新規事業を立ち上
げる場合などいろいろです。また、新事業を、個人事業で運営するか、会社で運営すげる場合などいろいろです。また、新事業を、個人事業で運営するか、会社で運営す
るかなどに関するご相談もあります。るかなどに関するご相談もあります。
　また、売上・仕入コスト・諸経費などの見積もり方、銀行借入など資金調達とその　また、売上・仕入コスト・諸経費などの見積もり方、銀行借入など資金調達とその
返済計画の考え方と作り方、どのような課税が生じるのかなどの相談、また、これら返済計画の考え方と作り方、どのような課税が生じるのかなどの相談、また、これら
を数値に落とし込んだところの損益・収支計画の作り方などのご相談が多いと言えます。を数値に落とし込んだところの損益・収支計画の作り方などのご相談が多いと言えます。

❷❷�　我々相談員としては、様々なご相談内容に対応できるようにと心がけております。何くれとなくご相談ください。�　我々相談員としては、様々なご相談内容に対応できるようにと心がけております。何くれとなくご相談ください。
その際は、できれば売上・利益など、数値を示しながらご相談いただければ、ご相談内容がより具体的になるその際は、できれば売上・利益など、数値を示しながらご相談いただければ、ご相談内容がより具体的になる
ものと考えています。ものと考えています。

働き方改革働き方改革　　原則第３金曜日原則第３金曜日C

商標・特許商標・特許　　原則第４水曜日原則第４水曜日D

経営経営　　原則第２水曜日原則第２水曜日E

社会保険労務士
酒井　亮子 氏

公認会計士
鎌田　直善 氏

弁理士
岩﨑　良子 氏

弁理士
岩﨑　孝治 氏
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❶❶��　函館商工会議所の会員の皆様であれば、会社経営者や事業者の方からのご相談が多く、　函館商工会議所の会員の皆様であれば、会社経営者や事業者の方からのご相談が多く、
企業統治、雇用関係、契約書の作成・チェック、事業譲渡、M＆A、債権回収、顧問契約、企業統治、雇用関係、契約書の作成・チェック、事業譲渡、M＆A、債権回収、顧問契約、
困難顧客の対応などの分野ですが、それだけではなく個人的なご相談で遺言、相続、困難顧客の対応などの分野ですが、それだけではなく個人的なご相談で遺言、相続、
交通事故、不動産関係、夫婦関係など幅広くご相談をお受けしております。交通事故、不動産関係、夫婦関係など幅広くご相談をお受けしております。

❷❷�　普段からお世話になっている地元の企業経営の助力になり、それが地域の活性化に�　普段からお世話になっている地元の企業経営の助力になり、それが地域の活性化に
なるよう願って業務に取り組んでいます。少しでも気になることがあれば、まずは気なるよう願って業務に取り組んでいます。少しでも気になることがあれば、まずは気
軽にお申込みいただき、何なりとご質問ください。足掛け20年になる経験と最新の法軽にお申込みいただき、何なりとご質問ください。足掛け20年になる経験と最新の法
制度も踏まえてより良い解決を目指してまいります。制度も踏まえてより良い解決を目指してまいります。

❶❶��　【市村氏】我々ITコーディネータは、経営者の立場に立って、経営を適正にIT化・　【市村氏】我々ITコーディネータは、経営者の立場に立って、経営を適正にIT化・
デジタル化するため、経済産業省推進資格として全国7,000名以上の有資格者がDX支デジタル化するため、経済産業省推進資格として全国7,000名以上の有資格者がDX支
援を行っております。「DXに向けて何から始めてよいか分からない」「具体的な成果が援を行っております。「DXに向けて何から始めてよいか分からない」「具体的な成果が
分からない」等といったご相談に対し、まずは経営層へDXについて正しく理解してい分からない」等といったご相談に対し、まずは経営層へDXについて正しく理解してい
ただくところからご支援しております。ただくところからご支援しております。
　【川田氏】これまでのところ相談はIT導入補助金絡みがほとんどですが、ITを生か　【川田氏】これまでのところ相談はIT導入補助金絡みがほとんどですが、ITを生か
した経営そのもののご相談いただけると嬉しいです。した経営そのもののご相談いただけると嬉しいです。

❷❷�　【市村氏】函館地域においても"DX待ったなし"という風潮の高まりを感じますが、IT化・�　【市村氏】函館地域においても"DX待ったなし"という風潮の高まりを感じますが、IT化・
デジタル化することだけがDXではありません。成果が出やすいところから小さく段階デジタル化することだけがDXではありません。成果が出やすいところから小さく段階
的に進めていく必要があります。その取り組みとして、業務棚卸（見える化）の整理的に進めていく必要があります。その取り組みとして、業務棚卸（見える化）の整理
から経営課題抽出、制度変更（法改正）への対応等といった戦略策定のお手伝い（伴から経営課題抽出、制度変更（法改正）への対応等といった戦略策定のお手伝い（伴
走型支援）をしております。まずはお悩み等をお気軽にご相談ください。走型支援）をしております。まずはお悩み等をお気軽にご相談ください。
　【川田氏】「ITコーディネータ」という資格は、知名度は低いのですが2001年に創設　【川田氏】「ITコーディネータ」という資格は、知名度は低いのですが2001年に創設
された経済産業省推奨資格で、「ITと経営の橋渡し」を目的とするコンサルを活動領域された経済産業省推奨資格で、「ITと経営の橋渡し」を目的とするコンサルを活動領域
としています。そのため資格者の出自はコンピュータ専門家と経営専門家の二通りあとしています。そのため資格者の出自はコンピュータ専門家と経営専門家の二通りあ
ります。川田は税理士ですので経営系、市村はIT企業の経営者で、それぞれの得意分ります。川田は税理士ですので経営系、市村はIT企業の経営者で、それぞれの得意分
野を生かし、時にはタッグを組んで活動しております。私どもも電帳法とインボイス野を生かし、時にはタッグを組んで活動しております。私どもも電帳法とインボイス
の準備で大わらわですが、会員の皆様にも同じ問題で頭を悩ませている方が多いと存の準備で大わらわですが、会員の皆様にも同じ問題で頭を悩ませている方が多いと存
じます。どうぞお気軽にご利用ください。じます。どうぞお気軽にご利用ください。

令和５年度　専門相談日程表令和５年度　専門相談日程表

区分
A

事業承継 
相談

B
新型コロナ対策・
インボイス対策

相談

C
働き方改革 

相談

D
商標・特許 

相談 
（発明相談）

E
経営相談

F
法律相談

G
ＩＴ・ＤＸ

相談

内容

事業承継手続き
や後継者探しな
ど譲渡または譲
受の方法につい
て

新型コロナ関
係制度(補助金
等)、インボイス
制度対応につい
て

同一労働同一
賃金、高齢者雇
用、雇用助成金
等について

特許･商標・知的
財産、新しい発
明・技術・サービ
ス等について

法人設立、経営
改善、事業承継、
税務など経営一
般について

商取引に関する
契約・権利等、企
業法務全般につ
いて

IT活用投資、テ
レワーク推進、
IT導入補助金な
どについて

曜日 第３水曜日�
13：00～16：00

第3火曜日�
13：00～16：00

第3金曜日�
10：00～14：00

第４水曜日�
11：00～16：00

第２水曜日�
13：00～16：00

第４金曜日�
13：00～16：00

第２木曜日�
13：00～16：00

月
北海道事業承継�
・引継ぎ支援セ
ンター函館担当�
浜鍛治　省�氏

税理士�
半浦　明美�氏�
(認定経営革新
等支援機関)

社会保険労務士�
酒井　亮子�氏

弁理士
英知国際特許商標事務所
INPIT北海道知財総
合支援窓口�相談員

公認会計士�
鎌田　直善�氏

弁護士�
堀田　剛史�氏

ITコーディネータ
市村　淳一�氏
川田　博仁�氏

９ 20 19 15 27 13 22 14
10 18 17 20 25 11 27 12
11 15 21 17 22 8 24 9
12 20 19 15 6(第1) 13 22 14
1 17 － 19 24 10 26 11
2 21 － 16 28 14 22(木) 8
3 21(木) － 15 27 13 22 14

※変更となる場合がございますのでご了承ください。※変更となる場合がございますのでご了承ください。

ぜひご活用
ください。

皆様のご利用を
お待ちして
おります

法律法律　　原則第４金曜日原則第４金曜日F

 IT・DX IT・DX　　原則第２木曜日原則第２木曜日G

弁護士
堀田　剛史 氏

ITコーディネータ
市村　淳一 氏

ITコーディネータ
川田　博仁 氏
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㈱天狗堂宝船
　1953年、祖父がカステラ等菓子製造メーカーとして、
函館市新川町にて千葉製菓を立ち上げ、その後社名等を
変えながら、今年で70周年を迎えます。良い時も悪い時
もありましたが、会社が存続することができているのは、
原材料供給元の皆様、当社の商品を取り扱ってくださる
問屋・小売店の皆様、そしてご購入くださるお客様のお
かげだと思います。また、お客様に喜んでもらえるもの
を作ってくれている従業員にも感謝しています。

E
エ ネ も ち

nemoti開発
　創業当時は、カステラやあめ玉等を手掛けてきました
が、時代の変化とともにきびだんごが当社の主力商品と
なり、地元の方はもちろん、観光客の方にも愛されてき
ました。
　ただ、経営者としては「この先きびだんごだけで生き
残っていけるだろうか」という不安がありました。その
ようななか、トライアスロンの選手が当社のきびだんご
をレース中の携行食にしたところ、とても良かったとい
う話を伺いました。従来のパッケージのままだと開けづ
らかったり、運動中の体温上昇によりきびだんごが変形
したりするのではと思い、パッケージの改良に着手しま
した。アスリートの声を聞きながら、２年の歳月をかけ
て現在のパッケージに至りました。手作業で詰めている
ので手間はかかるのですが、プロ・アマ問わず多くのア
スリートの方にご好評いただいています。スポーツショッ
プでも取り扱ってもらえるようになり、販路拡大にもつ
ながりました。きびだんごという当社のベースを活かし
ながら新たな分野の開拓ができ、大変嬉しく思います。

㈱天狗堂宝船

ストーリー性、おいしさ、魅力たっぷりの
七飯のりんごを広めたい
　当社は、16年前に事業拡大のため七飯町に本社工場を
移転しました。その際地域への恩返しをしなければと思
い、西洋りんご発祥の地である七飯町のりんごを活かし
た商品開発を行い、「七飯のめぐみシリーズ」として販売
しています。
　例えば「レアフルりんご」という商品では、七飯町産
の新鮮なりんごをカット・加熱殺菌し、真空パックして
います。当商品は、2021年、道内25万人の会員を有す
る「ほくでんエネモール」内で実施された「北海道いい
ものカタログ～エネモール大賞決定編～」において、商
品のコンセプトやパッケージデザイン等が評価され、最
高賞「エネモール大賞」を受賞しました。
　また、菓子以外でもりんごの魅力を伝えることができ
ればと、６年前に「りんごノンオイルドレッシング」等
を開発・販売しました。そのなかで地元の４Hクラブ（農
業青年クラブ）から七飯町産のねぎを使って何かできな
いか、との相談を受け、「ねぎ醤油」も開発しました。ドレッ
シングとしては高価格帯なのですが、道の駅「なないろ
ななえ」では年中取り扱っていただき、売れ行きは好調
です。

商品開発・販路開拓こそがメーカーの要
　商品開発においては、ワクワク・ドキドキを大切にし
ています。それがなければ続かないし、楽しくやってい
れば良いことが必ずあります。
　販路開拓においては、直接会ってお話しすることを大
切にしています。コロナ禍により、リモートも増えまし
たが、やはり対面で会って商品の良さや我々の熱量を直
接お伝えすることが結果に繋がっていると思います。攻
めの姿勢での販路開拓により、全国のコンビニ等でも取
り扱っていただけるようになり、函館近郊の素材の魅力
を伝える役割を当社の商品が担うことができ、大変嬉し
く思います。
　今後もきびだんごをベースに、100年企業を目指して
商品開発・販路開拓に取り組みますので、どうぞご期待
ください。

住　所：北海道亀田郡七飯町字中島205番地1
T E L�：0138-66-3200
U R L：https://www.tengudou.co.jp/

NOW会員
Vol.113

㈱天狗堂宝船
代表取締役　千葉　仁

テーマ 攻めの姿勢で100年企業を目指す

▲函館マラソンでも大人気。「エネもち」は10月15日開催の
北海道大沼グレートラン･ウオークでも参加者へ提供される。

▲砂糖・シロップを使わないシンプルな味だからこそ
アレンジがしやすい点も人気の理由の一つ。
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■実 施 日／９月20日（水）、10月18日（水）（第３水曜日）
■時 間／��13：00～16：00（予約制・相談時間50分以内）
■相 談 員／��同センター　函館エリアコーディネーター　浜鍛治　省 氏
■場 所／��本所２Ｆ　同センター函館サテライト相談室

■利用方法／��商工会議所あて電話またはＦＡＸにてご予約下さい。
� なお、本所ホームページからもお申込可能です⇒「函館商工会議所　専門相談」で検索

　「北海道事業承継・引継ぎ支援センター」は経済産業省の委託事業として、事業承継に関わる相談等をワンストッ
プで行う公的機関です。令和３年４月より函館商工会議所内に「函館サテライト」が設置され、専任のエリアコー
ディネーターが事業承継に関する様々なご相談に対応し、月に１回の専門相談を実施しています。廃業を考えてい
る方、会社・事業の譲渡の方法について知りたい方、具体的なことはまだ考えたことがないが知識を有しておきた
いという方のほか、会社・事業を譲受したい方も利用可能ですので、どうぞご利用下さい。
（相談無料・秘密厳守）

　新型コロナの影響を受け経営課題を抱える方、令
和５年10月より開始される消費税インボイス制度へ
の対応に課題のある方、平日に商工会議所へ相談来
所しにくい方、各種制度（支援金・補助金・制度融資）
の利活用についてアドバイスを受けたい方

相談員：	税理士・認定経営革新等支援機関
	 半浦　明美	氏（北海道税理士会函館支部）

相談日：		９月19日、10月17日、11月21日ほか	
（令和５年12月まで第３火曜日	
	13：00～16：00）

　同一労働同一賃金、最低賃金引き上げ、定年延長、
高齢者雇用、生産性向上、雇用関連の助成金、就業
規則、人手不足対応などについて対応を進めたい方

相談員：	社会保険労務士　酒井　亮子	氏
	 （北海道社会保険労務士会函館支部）

相談日：		９月15日、10月20日、11月17日ほか	
（令和６年３月まで第３金曜日	
	10：00～14：00）

（　　　事業環境変化対応型支援事業　　　） 北海道労働局委託
「北海道働き方改革推進支援センター」事業（ ）

1 「新型コロナ・インボイス対策専門相談」 ２ 「働き方改革専門相談」

「新型コロナ対策・インボイス対策」「働き方改革」
専門相談をご活用ください！

ご予約・お問い合わせ：経営支援課　TEL:０１３８－２３－１１８１

専門相談実施日の確認・申込については本所HPを併せてご覧下さい。

　本所では現在実施しております「新型コロナ対策・インボイス対策専門相談」のほか、昨年度も実施しており
ました「働き方改革専門相談」を令和５年６月から令和６年３月まで実施いたしますのでお知らせします。いず
れも相談は無料で、商工会議所会員・非会員を問わず、事業を営んでる方はどなたでも利用できますので、お気
軽にご活用いただき経営にお役立て下さい。（予約制）

「事業承継専門相談」実施のご案内
北海道事業承継・引継ぎ支援センター函館サテライト

～廃業を検討される前にまずはご相談を～～廃業を検討される前にまずはご相談を～

ご予約・お問い合わせ：経営支援課　TEL :０１３８－２３－１１８１

などでお悩みはございませんか？ どんなことでもお気軽にご相談ください

金　　融 経営改善 税　　務 労　　務 法　　務 新規創業 取引照会 情 報 化 環境対策

中小企業相談所だより
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金融個別相談
日本公庫を含む新規または既往借入・借換についてのご相談
実施日／9月20日㈬ 10：00～12：00
相談員／		日本政策金融公庫函館支店	

国民生活事業担当者

経営相談
法人設立、経営改善、事業承継、税務など経営一般についてのご相談
実施日／10月11日㈬ 13：00～16：00
相談員／公認会計士　鎌田　直善	氏

保証協会個別相談
資金借入・借換等に関する保証制度についてのご相談
実施日／10月10日㈫ 10：00～16：00
相談員／	北海道信用保証協会	

函館支店担当者

商標・特許相談（発明相談）
特許･商標・知的財産、新しい発明・技術・サービス等についてのご相談
実施日／9月27日㈬ 11：00～16：00
相談員／	英知国際特許事務所	所属弁理士	

INPIT北海道知財総合支援窓口	相談員

法律相談
商取引に関する契約・権利等、企業法務全般についてのご相談
実施日／9月22日㈮ 13：00～16：00
相談員／弁護士　堀田　剛史	氏

ＩＴ・ＤＸ相談
IT活用投資、テレワーク推進、IT導入補助金などについてのご相談
実施日／10月12日㈭ 13：00～16：00
相談員／		ＩＴコーディネータ	 川田　博仁	氏	

ＩＴコーディネータ	 市村　淳一	氏

　北海道内の事業場で働くすべての労働者（会社員、パート、アルバイトの方、学生さんなど働くすべての人）及びその
使用人に適用される北海道最低賃金が次のとおり改訂されます。

○�最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。
○�特定産業（「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械機器製造業」、
「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」）で働く者には北海道の特定（産業別）最低賃金が適用されます。

時間額  ９６０円 （効力発生年月日　令和5年10月１日）

セミナー

日　時／�令和5年９月22日㈬ 13：30～15：30
  個別相談会 15：30～17：30（2社限定）
会　場／��函館商工会議所3F会議室
講　師／おおもと経営オフィス　代表 大本　佳典 氏
定　員／��３０名（先着順、受講無料）

対象者

◦�求人広告の効果を高めたい人事担当者
◦�効果的な求人広告作成のコツを知りたい
人事担当者

　本所では、各融資を利用する際のチェックポイントや国・道・
市の制度融資をまとめた手引（A4版88ページ）を発刊しました。
　手引を希望される方に本所窓口にて無料配布しております。
（郵送は行っておりません。）
　なお、部数に限りがございますので、お早めにご来所うえ、
お受け取り下さい

2023年版
金融制度金融制度のの手引手引をを
発刊しま発刊しましたした

個別専門相談ご案内 無料 相談は事前予約制となっておりますので、℡23-1181にご予約願います。
なお、本所ホームページからもお申込可能です。

採用力アップセミナー採用力アップセミナー 効果的な求人広告作成の
2つのポイント

「必ずチェック 最低賃金！ 使用者も、労働者も」北海道最低賃金北海道最低賃金

お問い合わせ先：函館労働基準監督署　　TEL：０１３８－８７－７６０５

お問い合わせ先：経営支援課　TEL:０１３８－２３－１１８１



会
議
所
の
う
ご
き

kaig
isyono ug

oki

Information

128

　去る８月22日、道庁にて、縄文世界遺産活用に
向けた拠点施設の設置に関する要望を鈴木知事に対
し大泉市長、久保会頭、境道南縄文文化推進協議会
長の３者連名により実施しました。
　当日は鈴木知事の他、冨原北海道議会議長（世界
文化遺産・縄文遺跡群の保存と活用を推進する北海
道議会議員連盟会長）も同席し、北海道が設置を検
討している縄文に関する総合調整や保全、普及、交
流の機能を担う拠点施設については、史跡垣ノ島遺
跡と史跡大船遺跡の２つの構成資産を有し、「北海
道の玄関口」として北東北や道内の構成資産を周遊

する起点となる当市に設置するよう要望しました。
　なお、鈴木知事に対する本要望実施は、本所が中
心にとなり実施した昨年９月に続き、２回目となり
ます。

　去る８月27日、志海苔ふれあいひがし広場にお
いて、本所銭亀沢地区青年部主催により「第４回銭
亀バーベキュー祭り」を開催しました。当イベント
は、バーベキューを味わいながら、地域活性化に繋
げるイベントとして好評を博しているものです。
　当日は天候にも恵まれ、約700名が駒ヶ岳ポーク
のバーベキューを大いに堪能したほか、函館巴太鼓
やCandyFlashによる迫力のステージイベント、豪
華賞品が当たる抽選会などが会場を大いに沸かせ、
盛会裏に終了しました。

　

会議所のうごき
縄文拠点施設設置に関する要望会
当市へ活用中核施設設置を

銭亀沢地区青年部
第４回銭亀バーベキュー祭りを開催

▲鈴木知事へ要望書を手交

▲晴天の下、多くの来場者がバーベキューを楽しんだ
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　 去 る ８ 月 ７ 日、 プ レ ミ ア ホ テ ル - C A B I N 
P R E S I D E N T - 函館において、標記例会を岡
村会長はじめメンバー31名、来賓として青年部OB
会より６名、(一社)函館青年会議所より役員２名
が出席し開催しました。
　来る令和６年８月、モルック世界大会の函館開催
決定を受け、市内でのモルックの認知度向上等のた
め、まずは青年部会員自身がモルックの知見を深め
ることを目的に実施しました。
　講演会では、フィンランド政府観光局 Vis i t　
Finland日本代表 沼田 晃一 氏を講師に招き、

「～フィンランド伝統スポーツ『モルック』と知ら
れざる函館との旧縁～」をテーマに、モルック発祥
国であるフィンランドの歴史・文化や、函館との歴
史的な繋がり、モルックの発祥等について説明がな
されました。
　体験会では、(一社)日本モルック協会 普及部ス
タッフ 柴谷 大介 氏より、モルックの基本的なルー

ルや投げ方等の説明がなされた後、出席者全員で実
際にモルックを投げる練習や、チーム対抗戦形式の
試合を行い、一投ごとに歓声が上がる等、大きな盛
り上がりを見せ、モルックというスポーツの楽しさ
や奥深さを肌で感じる機会となりました。

　去る８月30日、函館市亀田交流プラザにおいて、
標記研修会を岡村会長はじめメンバー31名、青年
部会員事業所の社員18名が参加し開催しました。
　当青年部では、今年度より新規事業として、
SDGs・DX推進に係る取り組みをスタートしまし
た。同研修会は、SDGs・DXを正しく理解しながら、
経営者・幹部社員である青年部会員と会員事業所の
社員が共に参加することで、企業の持続可能な経営
の実現に向けた共通認識を持つことを目的に実施し
た研鑽事業です。
　当日は、リコージャパン株式会社より自治体事業
部 米谷 正児 氏及び北海道支社 ICT営業部 沖 良男 
氏の２名を講師に招き、米谷氏より、「SDGsとは？

（何故SDGsなのか、SDGs宣言の準備）」をテーマ
としたSDGs研修、沖氏より「DXとは？（DXの定義、
会員企業内での認識合わせ）、必要性、推進する上
で必要なこと、事例」をテーマとしたDX研修をそ
れぞれ実施し、参加者は、SDGs・DXに係る世情
や各自治体・企業の先進事例を学びました。

　また、名刺交換会も実施し、参加者間の交流や他
社担当者との課題共有を図りました。
　なお、同研修会は、来る11月８日に、「Part２(実
践編）」と題し、一歩踏み込んだ内容で、第２回目
の研修を実施する予定です。

会議所のうごき 青年部
■第３回例会「モルック体験・講習会」

■第４回例会｢SDGs・DX研修会 Part1 （初級編）｣

▲モルックに熱中する出席者

▲フィンランドの歴史・文化について説明する沼田代表

▲ SDGｓの先進事例について説明する米谷氏

▲企業におけるDX化の取り組み方について説明する沖氏
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議員の社名並びに職務を行う者の変更
・１号議員	 （新）ブリーズベイオペレーション10号㈱　ホテル函館ロイヤルシーサイド
	 	 　　宿泊支配人　　　　　　　　斎藤　聡志	氏

	 	 （旧）㈱ホテル函館ロイヤルシーサイド　
	 	 　　営業本部長兼営業支配人　　中村　進一	氏	 （令和５年９月１日付）

議員の異動

1０

　 去 る ７ 月25日、 プ レ ミ ア ホ テ ル - C A B I N 
P R E S I D E N T - 函館において、みなみ北海道
地区観光土産品公正取引協議会主催による標記検査
会を審査委員10名が出席し、開催しました。
　当検査会は、観光土産品の不当表示や過大包装を
検査し、公正競争規約の周知徹底や品質向上を図る
ことにより、商品を購入する観光客が函館に対しよ
り良い印象を持って頂けるよう毎年開催しています。
　当日は、函館駅前や空港、道の駅等市内外の土産

品店で販売されている観光土産品の中から無作為に
購入した50品に対し審査を行った結果、合格品47品、
条件付合格３品、不合格０品となり、条件付合格商
品の製造・販売元に対し、改善要望を行っていきます。

　去る９月２日～３日、はこだてグリーンプラザ、
太陽パーキングにおいて、道南最大の食の祭典「は
こだてグルメサーカス2023」（実行委員会主催）が
開催され、２日間で14.9万人が来場しました。
　今年で９回目を迎える同イベントは、地元函館の
人気店をはじめ、東北地方や空路でつながる東京・
大阪・名古屋等全国各地から合計108ブースに96店
が出店し、ご当地名物を提供したほか、新たな企画
として「地元のお酒でカクテル」と題した特別ブー
スが設けられ、はこだてグルメサーカス限定のカク
テルを実演販売し、訪れた市民や観光客で長蛇の列

ができる等、２日間にわたり多くの来場者で賑わい
をみせ盛会裡に終了しました。
　また、太陽パーキング会場内の特設ステージでは、
仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会による伊達
武将隊に扮した鮮やかな演舞の披露やたらこの町鹿
部町による「利きたらこ大会」等、会場内では様々
な催しが行われ、イベントを更に盛り上げました。

第52回観光土産品試買検査会
必要表示事項等を審査し観光土産品の品質向上を図る

「はこだてグルメサーカス２０２３」
道南最大の食の祭典、盛況に開催!! 

▲厳正な審査を行う審査委員

▲来場者で大いに賑わう会場
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中小機構 函館オフィスへ！
中小企業経営に関するご相談は中小企業経営に関するご相談は

オンライン無料相談開催！
詳細はHPをご覧ください

さまざまな課題解決のためのワンストップサービス拠点です！

まずはお気軽に
お問合せください。

https://www.smrj.go.jp/regional_hq/hokkaido/sme/consulting/index.html

中小企業基盤整備機構
函館オフィス
〒040-0063  函館市若松町７－１５ 
函館商工会議所ビル２Ｆ
TEL 0138(24)6600 

函館駅前
郵便局●

北洋ビル
　　●

●
函館駅

●キラリス
　函館

函館●
駅前ビル

ホテル●
リソル函館　

★
オフィス
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2023年10月11日（水）
時間：13：30～16：00
会場：金森ホール（函館市赤レンガ倉庫内）函館市末広町14-12
内　容 ●パネルディスカッション（120分）
� 　�ファシリテーター：�足立　基浩�氏（和歌山大学副学長・教授）
� 　�パネラー候補　　：�深谷　宏治�氏（函館市内レストランオーナーシェフ）
� � 松本　純子�氏（農林水産省職員・フードアナリスト）
� � 松田　義人�氏（北海道渡島総合振興局商工労働観光課商工労働係長）
� � 齊藤　大介�氏（函館商工会議所副会頭・齊藤建設㈱代表取締役）
� � 亀井　信幸�氏（一般財団法人ローカルファースト財団理事長）
� � 地 元 関 係 者（バル街イベント関連等）

 ●会場参加者との意見交換会（30分）

　地域一丸となって「食」をテーマにしたまちづくりを継続的に進めている先進地域である函館市においてセミナー
を開催し、函館市の取組みの紹介とあわせ、「食」を題材とした地域活性化の可能性、その実現のために必要な意識、
進め方等について、北海道内をはじめ国内の多くの地域において、今後のまちづくりの参考となる情報を発信し、
その中心的役割を担う人材を育成します。参加希望の方は、問い合わせ先までご連絡ください。

�ご入会ありがとうございます

※�掲載をご承諾いただいた会員様のみご紹介さ
せていただいております。� （敬称略）

事業所名 主な営業内容

⃝ＴＨＥ  ＢＡＲＢＥＲ’Ｓ  ＣＬＵＢ  ＣＡＲＩＢＯ 理容業

⃝ユニゾホテル㈱ユニゾインエクスプレス函館駅前 ホテル業

⃝ＦＲＯＭ  Ｐ＆Ｌ  ＳＵＲＦ㈱ 飲食業

新入会員のご紹介

地域活性化人材育成セミナin函館について

「食」による地域活性化の可能性を考える。
令和５年度国土交通省官民連携都市再生推進事業

お問い合わせ：ローカルファースト財団事務局　TEL : ０４６７－５７－８１００　ＦＡＸ :０４６７－５８－８１７８

定員
100名

参加費
無料
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•開会
•国歌斉唱
•主催者挨拶
•表彰状授与
•祝辞　ご来賓代表
•謝辞　受彰者代表
•閉会
•記念撮影

お申込み・負担金 式 典 内 容

　本所では会員事業所を対象に、福利厚生支援事業の一環として、優良商工従業員表彰式を毎年11月に開催
しております。
　式典では、会員事業所に勤務され、事業主からご推薦をいただいた従業員の皆様を表彰し、記念品の贈呈
や記念撮影を行います。昨年は１４２名のお申込をいただき、勤労意欲の向上や、会社への愛着の増進につ
ながった等、大変好評をいただいております。
　昨年度まで新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から祝賀会を中止しておりましたが、今年度につき
ましても同様に表彰式のみの開催とさせていただきます。
　また、式典に出席できない方もお申し込み可能です。その場合は後日表彰状・記念品をお届けします。

お申し込み・お問い合わせ
企画情報課　TEL:０１３８－２３－１１８１　FAX :０１３８－２７－２１１１

■負 担 金 表彰者１名につき（税込）　　
 勤続　１０年以上　 ５,０００円
 〃 　２０年以上 　５,５００円
 〃 　３０年以上 　６,０００円
 〃 　４０年以上 　６,５００円

■締　　切　令和５年１０月６日（金）

■表彰期日 令和５年１１月２８日（火） 午後４時～
■会　　場 ホテル函館ロイヤルシーサイド（函館市大森町16-9）

厳かに執り行われる式典 表彰状授与

会員サービス事業

優良商工従業員表彰式
第65回

申請書は
本誌に同封して
おります。
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１　趣　　旨  本商工会議所は商工業の振興を期するため、以下に定める要綱により永年同一事業所に勤務し、勤
務成績が特に優良と認める商工従業員を表彰することを目的とする。

２　主　　催  函館商工会議所

３　後　　援 函館市、函館市議会、北海道渡島総合振興局、函館労働基準監督署、函館公共職業安定所、
  北海道中小企業団体中央会道南支部、公益社団法人函館法人会、函館青色申告会、函館経営者協会

４　日　　時 令和５年１１月２８日（火）　午後４時～
  　 昨年度まで新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から祝賀会を中止しておりましたが、今

年度につきましても同様に表彰式のみの開催とさせていただきます。
  　また、式典に出席できない方もお申し込み可能です。その場合は後日表彰状・記念品をお届けします。
５　場　　所 ホテル函館ロイヤルシーサイド（函館市大森町１６-９）

６　表　　彰 勤続４０年以上　表彰状（本所会頭・日商会頭連名） 記念品
 勤続３０年以上　表彰状（本所会頭・日商会頭連名） 記念品
 勤続２０年以上　表彰状（本所会頭・道商連会頭連名） 記念品
 勤続１０年以上　表彰状（本所会頭） 記念品 

７　推　　薦 申請書に所定の事項をご記入の上、負担金を添えお申込ください。

８　負 担 金 表彰者１名につき １０年以上　５，０００円　２０年以上　５，５００円
　 （（税 込））    ３０年以上　６，０００円　４０年以上　６，５００円　　
  ※ 申請書受付後、御請求書を発行しますので、令和５年１０月６日（金）までに納入ください。

９　申込締切 令和５年１０月６日（金）

10　申込方法  表彰申請書を締め切りまでにE-Ｍail、ＦＡＸ、郵送のいずれかでご提出ください。
 お申込みいただいた申込事業所様には、１０月末頃に再度詳しいご案内を差しあげます。
 【連 絡 先】郵　送：〒０４０-００６３　函館市若松町７-１５
 　　　　　ＴＥＬ：０１３８-２３-１１８１　ＦＡＸ：０１３８-２７-２１１１
 　　　　　E-Mail：kentei@hakodate.cci.or.jp
 表彰申請書は函館商工会議所ホームページからもダウンロードできます。
 　　　　　ＵＲＬ：https://www.hakodate.cci.or.jp/

第１条  本商工会議所は商工業の振興を期するため、永年同一事業所に勤続し、且つ勤務成績が特に優良と認める
商工従業員を表彰してその功績に報い、もって能率の増進と生産意欲の昂揚を図るものとする。

第２条  前条の商工従業員は、本商工会議所会員の従業員より事業所代表者が推薦し、本所で決定する。 
 会社、工場、商店等で、その事業を合併または整理等により閉店し再び開店した場合においては、その勤
務年数を通算する。

第３条  表彰の対象となる商工従業員は勤続１０年以上で、次の各号に該当する者とする。
  A 商工業の振興に貢献し功績顕著なもの。　　 B 誠実に業務を遂行し他の従業員の模範となるもの。
第４条  表彰は次のとおりとする。
  １０年以上、２０年以上、３０年以上、４０年以上。
  一度表彰された者は、次の年限段階にならなければ表彰されない。
第５条  表彰は表彰状、記念品を贈呈してこれを行う。
第６条  会社その他の役員は表彰を受けることができない。
第７条  本表彰の勤続年数は、１０月１日現在で算定する。
第８条  表彰は毎年１１月に実施する。

函館商工会議所 優良商工従業員表彰 実施要綱

第67回函館圏優良土産品推奨会　函館市長賞

贅沢ぷりん

㈱駒ヶ岳牛乳

自社製造の『低温殺菌ノンホモ牛乳』とマダガスカル産バニラ
ビーンズが香る至福のぷりん。
濃厚ですっきりとした味わいに仕上げました。

自社製造の『低温殺菌ノンホモ牛乳』とマダガスカル産バニラ
ビーンズが香る至福のぷりん。
濃厚ですっきりとした味わいに仕上げました。

茅部郡森町字白川９-６
TEL：０１３７４-２-０８０８

1個（95g）………………���円
（税込）

ウェブサイト

第６５回 函館商工会議所優良商工従業員表彰 実施要領
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　令和５年10月１日から、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式（インボ
イス制度）」が導入されます。同保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適
格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(インボイス)等の保存が、仕入税額控除の要件となります。
　今回は令和３年７月号特集の内容を改編して直前対策としてご紹介します。

■ 消費税額の計算方法の基本
　消費税額は、課税売上げに係る消費税額（売上税
額）から、課税仕入れ等に係る消費税額（仕入税額）
を差し引いて（仕入税額控除）計算します。

適格請求書（インボイス）はなんのために必要？
インボイスは、自社の取引の状況によってその必要度が変わります。

販売する立場
で見たとき

◎�商品・サービスの販売先が主に「事業者」の場合、販売先からインボイス発行事業者登録（及びインボイスの発行）を
求められる場合があります。これは、販売先が消費税申告する際に計算する「仕入税額控除」のためにインボイスが必
要だからです（ただし、販売先が「簡易課税方式」で消費税申告している場合は必要度は低くなります）。なお、課税
売上１千万円未満の免税事業者がインボイス発行事業者登録を行うと、以降は消費税納税義務を負うこととなります
◎�販売先が主に「消費者個人」の場合は、インボイス発行事業者登録の必要度は低いといえます。発行事業者登録をしな
い場合は、請求書等の記載事項も現在の「区分記載請求書」でよいこととなります

購入する立場
で見たとき

◎�消費税課税事業者で「本則課税方式」で消費税申告している場合、インボイスがなければ仕入税額控除が出来ず、納め
る消費税額が高くなります（ただし令和11年９月30日までは税額軽減の経過措置があります）
◎�消費税課税事業者で「簡易課税方式」で消費税申告している場合または免税事業者の場合、事務負担は現在と大きくは
変わりません

➡下線の項目
が、現行の区
分記載請求書
の記載事項に
追加される事
項です。

適格請求書（インボイス）とは？
　適格請求書とは、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が
追加されたものをいいます。これらの事項が記載された書類（請求書、納品書、領収書、レシート等）で
あれば、名称を問わず、また、手書きであっても�、適格請求書に該当します。

消費税の仕入税額控除の方式として
適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入されます！
令和５年
10月１日～

適格請求書
●①　適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び
　　登録番号
●②　取引年月日
●③　取引内容（軽減税率の対象品目である旨）
●④　税率ごとに区分して合計した対価の額
　　（税抜き又は税込み）及び適用税率
●⑤　税率ごとに区分した消費税額等※
●⑥　書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

適格簡易請求書
●①　適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び
　　登録番号
●②　取引年月日
●③　取引内容（軽減税率の対象品目である旨）
●④　税率ごとに区分して合計した対価の額
　　（税抜き又は税込み）
●⑤　税率ごとに区分した消費税額等※又は適用税率

※　消費税額は、税率ごとに
　区分して計算する必要があ
　ります。

計算方法

消費税額
課税売上げに
係る消費税額※
（売上税額）

課税仕入れ等に
係る消費税額※
（仕入税額）

仕入税額控除

ポイント
1

ポイント
2

※�「適格簡易請求書」
は、不特定多数の
者に対して販売等
を行う小売業、飲
食店業、タクシー
業等に係る取引に
ついて、交付する
ことができます。

【参考データ】�函館商工会議所会員の法人企業1,644社のうち、８月21日時点で1,489社（90.6%）がインボイス発行事業者登録を行っています。
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■ 登録申請に関する経過措置
　通常、インボイス発行事業者への登録申請は課税事業者に限って行うことができるものですが、免税事業者でも、「適
格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、2023年（令和５年）10月１日から2029年（令和11年）９月30日まで
の日の属する課税期間中に登録を受ける場合は、「課税事業者選択届出書」の提出が免除されます。経過措置期間中に
課税事業者となった場合は、課税期間の途中でも、登録日以降は消費税の申告および納付が必要です。

　本特集は、国税庁ホームページ「特集インボイス制度」並びに日本商工会議所「中小企業・小規模事業者のためのインボイ
ス制度対策［第３版］」に掲載されている資料を参考に函館商工会議所の編集責任の下で再編したものです。

お問い合わせ先：０１２０―２０５―５５３（専用ダイヤル）　受付時間：９：００～１７：００（土日祝除く）
本制度の詳細については、国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご確認ください。
（URL：https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm）

売手である登録事業者は、買手である取引相手（課税事業者）から求められたときは、
インボイスを交付しなければなりません（また、交付したインボイスの写しを保存
しておく必要があります）。

（※）�買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項（インボイスに記載が必要な事項）が記載され取引相手の確
認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手（売手）である
登録事業者から交付を受けたインボイス（※）の保存等が必要となります。

売手は軽減税率対象品目の販売の有無にかかわらず、
取引先（課税事業者）から求められた場合には、適格
請求書を交付しなければなりません。

売手
（適格請求書発行事業者）

事業者
交付した適格請求書の写し
の保存が必要となります。

書面での交付に代えて、電磁的記録
により提供することもできます。

買手

取引先

＜経過措置＞
●経過措置期間中は、免税事業者もインボイス発行事業者の登録申請が可能
●ただし、課税期間の途中であっても、インボイス発行事業者の登録日以降
は消費税の申告および納付が必要
●その際、「課税事業者選択届出書」の提出が免除される
　※簡易課税を選択する場合は、別途「消費税簡易課税制度選択届出書」の
提出が必要

　※2023年10月以降に登録申請をする場合、提出期限は登録希望日の15日
前まで

＜原則＞
●インボイス発行事業者の登録を受けることができるのは課税事業者に限られる
●当期から課税事業者になる場合、当期が始まる前日までに「課税事業者選択届
出書」の提出が必要
　※当期において免税事業者である場合、当期中にインボイス発行事業者になる
ことができない

経過措置期間
2023年10月１日から
2029年９月30日までの日の
属する課税期間

YesNo

インボイス発行事業者に
なることを検討する必要
があります

インボイス発行事業者に
ならなくても、影響は小
さいと考えられます

インボイス発行事業者に
なったほうがよいでしょう

インボイス発行事業者に
ならなくても、影響は小
さいと考えられます

事業者 一般消費者 事業者 一般消費者

主な販売先は？

現在、免税事業者です

主な販売先は？

現在、課税事業者です

現在、消費税の申告をしていますか？

ポイント
3

ポイント
4



羽ばたかせます  あなたのイメージ。

〒040-0022 函館市日乃出町28番2号
TEL（0138）53-2231㈹    FAX（0138）53-4355
URL：http://www.ryubun-do.co.jp/　E-mail：info@ryubun-do.co.jp
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　国道280号油川バイパス沿いに、完全個室・予約制の「プ
ライベートサウナ」が誕生した。「サウナ発祥の地、フィ
ンランド様式を採用。一般サウナに比べて低温高湿のサウ
ナがお楽しみいただけます」。サウナストーンに水をかけ
て蒸気を出し、自分好みの温度や湿度に調整して入れる。「水
は青森ヒバの源水を使用。蒸気が立ち昇ると、ヒバの香り
が漂います。当店でしか味わえないセルフロウリュサウナ
の良さを実感してみて」。
　「ヴィヒタ」は、フィンランド式サウナに欠かせないシラ
カバ若葉の枝を指す。オープン（６月２日）から間もないが、
反響は上々。「県内では見られなかったサウナ専用施設へ
の関心が高いようで、なにより女性の利用が多いのに驚い
ています。人目を気にしなくていいのが人気のようです」。
　部屋数は１人用（60分2,640円、90分3,960円）２室と
２人用（同3,630円、同5,445円）１室を用意。２人用ルー
ムには水風呂が体験できるように浴槽があるので入浴も可

能。一人用にはシャワーを完備。「２人用は家族風呂感覚
で夫婦や友人同士で楽しめます」。
　武道具販売業を手掛ける間山さんがサウナ事業に乗り出
したきっかけについて聞くと、「コロナ禍で本業に影響を
受けました。自由になる時間が増えた分、サウナ通いが始
まり、サウナの魅力に惹かれ、いつしか自分の手で理想の
サウナを作りたいと思うようになりました」。資金集めの
ためクラウドファンディングを実施、多くの人から共感・
賛同を得ることができ、それが店オープンにつながった。「幼
少期から剣道を続け、指導者として活動していますが練習
を終えた後の独特のすがすがしさと、サウナで心身ともに
リフレッシュしたときの感覚は相通ずるものがある」と話す。
サウナで言う『整う』とは、「体内の血流が良くなるなど
深いリラックス状態になること。あなただけの特別な『ひ
ととき』を提供します。手ぶらで気軽にお越しください」
―予約はホームページで受け付けている（電話での予約
も可）。
　新青森駅からも近く、「観光客やビジネスマンの来店も
見込んでいる。旅や仕事の疲れを癒してほしい」。サウナブー
ムはこれまで何度かあり、今、ブーム再到来とか。サウナ
人気をにらんで近い将来、次の展開（東部地区への２店目
進出）も視野に据えている。

青森商工会議所会員事業所のご紹介
青森商工会議所会報『かけはし８月号「商工プラザ」』より会員事業所の取り組みを紹介します。

商工プラザ
プライベートサウナ
「Ｖｉｈｔａ」（ヴィヒタ）
Master　間山　大介さん

事業所情報　
青森市羽白池上205―2
ＴＥＬ 090―4044―4449
営業時間11時～22時

（19時以降はスタッフ不在）
電話予約受付
11時～18時

（火曜日定休）

完全予約制「個室サウナ」
フィンランド様式を採用
自分流で楽しむ極上の空間

●セブール

北海道新幹線

280

⬅ココです

「サウナの熱い蒸気から頭部を守るために被るサウナハット(サウナキャップ)の販売もしていますのでご利用ください」と話す間山さん「サウナの熱い蒸気から頭部を守るために被るサウナハット(サウナキャップ)の販売もしていますのでご利用ください」と話す間山さん





くらしに役立つおトクな情報や楽しいコラムを毎月更新、
ポイントを貯めて素敵な商品に交換したり、

提携先ポイントへの移行にご利用いただけます。

２０２４年２月分より「電気ご使用量のお知らせ（検針票）」や「請求書」等の書面にかえて、

Webサービス「ほくでんエネモール」によりお知らせいたします。

発行をご希望の場合は、請求書１１０円（税込）、振込票２２０円（税込）にて発行いたします。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
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